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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年２月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉    

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月１日 ０６時５８分ごろ 

発生場所 岩手県釜石市両石漁港南東方沖 

両石港西防波堤灯台から真方位１２４°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３９°１７.９′ 東経１４１°５４.４′） 

事故の概要 漁船忍
しのぶ

丸は、漂泊中、また、漁船弁天
べんてん

丸は、北西進中、両船が衝

突した。 

忍丸は、船長が重傷を負い、左舷船尾部外板及び船外機に亀裂を生

じ、また、弁天丸は、船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和４年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 忍丸、０.９５トン 

ＩＴ３－２４４５５（漁船登録番号）、個人所有 

６.２０ｍ（Lr）×１.４６ｍ×０.４８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、 

昭和５３年１０月３日 

Ｂ 漁船 弁天丸、０.６トン 

ＩＴ３−４０４６５（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.８９ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、 

平成２４年２月２０日 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年４月２４日 

    免許証交付日 令和３年１０月１８日 

           （令和９年７月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年５月２２日 

免許証交付日 令和元年６月６日 

        （令和７年３月１日まで有効）  
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 
Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部及び船外機に亀裂 

Ｂ 船底外板に擦過傷 
 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、うに
．．

漁の目的で、令和４年８月

１日０４時１０分ごろ、両石漁港を出港した。 

船長Ａは、当初、桑ノ浜漁港周辺で、その後、０６時００分ごろか

ら両石漁港南東方沖に移動し、船首を西北西方に向けて船外機を停止

させ、右舷中央部付近に取り付けたサイドスラスタで操船しながら箱

眼鏡とたも
．．

網を使用してうに
．．

漁を行った。 

船長Ａは、０６時４５分ごろ、操業を終えて漁具等を片付けること

とし、本船の船体が近くの岩礁に接触しない場所まで、サイドスラス

タを使用して北西方に約３０ｍ移動した際、自船に向かってくるＢ船

に気付いたが、そのまま航行してくることはないと思い、漁具等の片

付けを開始した。 

船長Ａは、漁具等の片付けを終えて顔を上げると、Ｂ船が更に接近

してきたので、衝突のおそれを感じ、Ｂ船に対して大声を上げなが

ら、船外機を始動しようと船尾に向かったものの、間に合わずに身を

かがめたところ、０６時５８分ごろＢ船がＡ船の左舷船尾に衝突して

船体に乗り揚げ、その下敷きとなった。 
Ａ船は、船長Ａが負傷したこと及び船外機の損傷により、自力での

航行が不可能となり、船長Ａを乗せた状態で、Ｂ船にえい
．．

航されて両

石漁港に入港した。 
船長Ａは、両石漁港に入港後、救急隊に引き継がれ、釜石市内の病

院に搬送され、高エネルギー外傷*1と診断された。 
Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、うに

．．
漁の目的で、０４時００分

ごろ、松島周辺の漁場に向けて両石漁港を出港した。 

船長Ｂは、松島周辺の漁場に到着し、０４時２０分ごろから０６時

５５分ごろまで操業を行った後、帰港を開始した。 

船長Ｂは、Ｂ船が船首浮上による死角が左右にそれぞれ約１５°生

じた状態で、船尾部に腰を掛けて船外機のハンドルを握り、約１０

ノットの対地速力で北西進していたところ、突然、衝撃を感じ、周囲

を確認したところ、Ａ船の左舷船尾部に衝突して乗り揚げていること

に気付いた。 

Ｂ船は、後進を掛けて離れた際、船長ＢがＡ船の左舷船尾部で船長

Ａが負傷していることに気付き、家族に携帯電話を掛けて救急車の手

                             
*1 高エネルギー外傷とは、体に大きな力が加わって起きた外傷で、身体内部の広い範囲で組織が破壊されているおそ

れがあり、目に見える徴候がなかったとしても生命に危険を及ぼす可能性が高い状態をいう。 
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配を依頼し、Ａ船に船長Ａを乗せたまま、両石漁港へえい
．．

航した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 

 

船長Ｂは、ふだん、船首浮上による死角を補うために、船首を振っ

たり、立ったりして操船を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、両石漁港南東方沖において、漁具等の片付けをしながら漂

泊中、船長Ａが、自船に向かってくるＢ船に気付いたものの、そのま

ま航行してくることはないと思い、漂泊を続けたことから、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、両石漁港南東方沖において、北西進中、船長Ｂが、船首浮

上による死角が生じた状態でＡ船に向かって航行を続けたことから、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、両石漁港南東方沖において、Ａ船が漁具等の片付けをし

ながら漂泊中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが、自船に向かってくるＢ船

に気付いたものの、そのまま航行してくることはないと思い、漂泊を

続け、また、船長Ｂが、船首浮上による死角が生じた状態でＡ船に向

かって航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、他船が自船に向かって接近してくることに気付いた場

合、速やかに他船の前路上から移動すること。 

・船長は、船首浮上による死角が生じた状態で航行する場合は、た

とえ、発航前に前路に他船を認めなくても、船首を振ったり、立

ち上がったりするなどして死角を補う操船を行うこと。 



- 4 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況 

  
 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
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